
病院被服等洗濯及び洗濯物運搬搬入業務委託(単価契約）

仕様書

1．業務名 病院被服等洗濯及び洗濯物運搬搬入業務委託（単価契約）

2．履行期間 令和 8年 3月 1日～令和 9年 2月 28日（1年間）
地方自治法施行令第１６７条の１７に基づき、長期継続契約とする。

3．搬入場所 能美市立病院

4．洗濯物の種類及び年間予定数量

※上記以外の洗濯物が生じた場合には、可能な限り対応すること。その際は洗濯数×単価に
より月末締め計算し翌月払いとする。

5．運搬及び搬入
（１）受注者は、発注者による指定 4箇所を巡回し、洗濯物を回収する。回収は、原則とし

て水曜日は固定として週 2日以上行うものとする。年末年始の範囲については、発
注者と受注者の協議により定める。回収指定箇所の追加・変更等は柔軟に対応するこ
と。

（２）受注者は（１）で回収した洗濯物を受注者の施設に運搬し洗濯を行う。洗濯、乾燥後
はプレス・アイロン等を行い可能な限り早期に当院に搬入するものとする。

（３）洗濯、乾燥の終了した洗濯物は、畳んで各科等ごとにまとめ、当院の指定 4箇所に納
品するものとする。

（４）受注者は運搬搬入するまでの間、洗濯物を適切に管理するものとする。また運搬搬入
にあたって、洗濯物の数量を確認し、書面によりその旨を発注者に届け出るものとす
る。

No. 品名 年間予定数量（枚）
1 診察衣 300
2 白衣(ワンピース） 10
3 短衣 16,900
4 ズボン 11,700
5 レントゲン衣 200
6 ポロシャツ 3,400
7 トレパン 5,800



６．洗濯の方法
（１）業務の実施にあたって受注者は、平成５年２月１５日指第１４号厚生省健康政策局指

導課長通知「病院、診療所等の業務委託について」が定める衛生基準に従い、業務を
行うこと。

（２）クリーニング業法第３条第３項の定める衛生基準に従い、医療現場で着用・使用する
という目的及び性質を考慮の上、適切な処理を行うこと。

（３）洗濯業務に用いる洗剤、漂白剤及びその他の薬品はすべて品質優良なものを使用する
ほか、環境面にも留意を行うこと。

7．契約内容
（１）支払方法 洗濯数×単価により月末締め計算し翌月払いとする。
（２）入札金額 年間予定数量に単価を乗じた年間金額の合計（税抜）で提出する。
（３）契約単価 年間の予定数量に変動があり、不明確なため契約後は単価契約とする。

8．負担区分
（１）業務に要する物品等はすべて受注者の負担とする。
（２）業務にかかる諸経費は受注者の負担とする。

9．感染防止
（１）受注者は、労働安全衛生法に基づき従業員の健康管理に努めなければならない。
（２）受注者は、洗濯物の衛生管理に注意し、洗濯物を取扱う従業員の健康診断を１年に 1

回以上行わなければならない。
（３）受注者は、従業員の体調を毎日確認し、感染症の症状が疑われる従業員がいれば、作

業にかかる前に受注者に報告及び従業員の交代などの対応をするものとする。

10．補修及び弁償
（１）洗濯物の仕上がり等に問題がある場合は、当院と協議の上再度洗濯を行い、また必要

に応じて、補修等を行うものとする。
（２）受注者の責任において紛失または破損した場合は、協議の上実費弁償を行うものとす

る。

11．その他
（１）病院敷地内は禁煙とする。
（２）受注者は、業務を遂行するにあたり、関係法令を遵守しなければならない。
（３）受注者は、病院の信用を失墜する行為をしてはならない。また当院の風紀を乱すよう

な行為をしてはならない。



（４）洗濯物の中に入っていた忘れ物等は、納品時に能美市立病院管理部総務課に届けるも
のとする。

（５）色物については色落ちしないよう細心の注意をはらうものとする。
（６）本仕様書に記載がない項目については、当院と協議の上、その指示に従うものとする。


